
令和4年10月以降保険始期用

地震発生時の事業継続対策として活用いただける、
　　　　　　　　   をおすすめします！

CASE 1
料理飲食店

CASE 2
製 造 業

の事業継続対策は
されていますか？
事業継続対策は
されていますか？
の事業継続対策は
されていますか？

津波により、工場が約1ｍ
浸水し、建物および機械
設備に被害が発生した。

地震により、建物にひび
が入り、窓ガラスが破損
し、厨房設備も損壊した。

自然災害の発生件数は、
台風が多いですが、
被害額は地震が
全体の8割強を占めています。

※端数処理をしているため、合計して100%にはなりません。
出典：中小企業庁「2019年版中小企業白書」より編集
※端数処理をしているため、合計して100%にはなりません。
出典：中小企業庁「2019年版中小企業白書」より編集

【日本における自然災害による被害の災害別割合】

発生件数 単位：％ 被害額 単位：％

地震 台風 洪水 地滑り 火山

82.882.882.8

3.3
0.1（地滑り）
0.0（火山）

14.0

57.1

17.917.917.9
6.0

14.7

4.3

損害額  約1,000万円
営業再開まで 約1か月

損害額 約2,000万円
生産再開まで 約1か月



〒150-8488 東京都渋谷区恵比寿1-28-1
TEL：03-5424-0101（大代表）
https://www.aioinissaydowa.co.jp/ （220531）　（2022年7月承認）　GB22B010320　（21-941）　［QJ47］

●このチラシは「タフビズ事業活動総合保険」の概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず「タフビズ事業活動総合
保険パンフレット」および「重要事項のご説明」をあわせてご覧ください。また、詳しくは「ご契約のしおり（普通保険約款・
特約）」をご用意していますので、代理店・扱者または当社までご請求ください。ご不明な点につきましては、代理店・
扱者または当社までお問合わせください。
●「タフビズ事業活動総合保険」は事業活動総合保険のペットネームです。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料
領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約
につきましては、当社と直接契約されたものとなります。

自然災害等のリスクに対する事業継続対策として、充実した補償に加え、
事故の未然防止対策から、事故発生時の早期復旧まで事業活動にお役立ていただけます！

【cmap（シーマップ）】
台風・豪雨・地震による建
物被害の被災率を基に、被
害の規模を早期に把握可能
【気象情報アラート】
気象情報をあらかじめ把握
することにより、防災・減災
対策に活用

【被災設備等修復サービス】
事業の早期再開を支援

【It’ｓMORE】
24時間365日の
安心の
事故対応サービス

地震が発生すると、　　　　　　　 だけではなく、
事業を中断せざるを得なかったことによる 　 　　　　　　　　　　　　　　　が発生する場合があります。

地震等による物損害

地震等によって物損害を受けたことによる休業損害

物損害補償

休業損害補償（注2）

地震への備え台風・大雨への備え（注1）

未然に防ぐ 充実した補償 影響を減らし、回復を支援する

（注）この特約は、「建物、建物内設備・
じゅう

什器等、建物内商品・製品等」のいずれかを保険の対象に含むご契約にのみセットできます。また、保険金額が設定されていない
保険の対象は、この特約の補償対象となりません。

主契約 地震BCP対応補償特約

物損害補償条項（注）と休業損害補償条項をセットでご契約の場合

物損害補償条項（注）を単独でご契約の場合

休業損害補償条項を単独でご契約の場合

地震等による物損害

地震等による物損害

地震等によって物損害を受けたことによる休業損害

地震等によって物損害を受けたことによる休業損害　　　　　　　　 　　　　　　　　 を補償します。

を補償します。

　　　　　　　　 　　を補償します。

■補償内容
地震BCP対応補償特約の補償内容は、主契約のご契約内容によって、異なります。

〈地震発生による被害のイメージ〉

事務所が
津波で損壊

工場で
火災が発生

店舗で
ガス爆発が発生

事業活動を中断し、
損失等が生じた

（注1）エコノミープランの場合、水災による損害は補償対象外です。
（注2）休業損害補償は、「感染症への備え」としても活用できます。

ただし、エコノミープランを除きます。

地震が発生！

地震等による物損害

地震等によって物損害を
受けたことによる休業損害

地震による損害や損失等に備えて、 　　　　　　　　　 をおすすめします！

※1 休業損害保険金および営業継続費用保険金は、30日間が休業日数または復旧期間の限度となります。
※2 休業損害補償においては、敷地外ユーティリティ設備はこの特約の保険の対象に含まれません。
※3 地震保険または地震危険補償特約がセットされたご契約（明細付契約において明細の一部にこれらがセットされる場合を含みます）にこの特約をセットすることはできません。
※4 店舗・事務所等を併設した居住用建物または建物内家財を保険の対象に含む場合、この特約をセットすることはできません。

保険金の種類

損害保険金

建物 主契約（物損害補償条項）の保険金額×50％または5,000万円のいずれか低い額

主契約（物損害補償条項）の保険金額×50％または1,000万円のいずれか低い額

主契約（物損害補償条項）の保険金額×50％または1,000万円のいずれか低い額
建物内設備・

じゅう

什器等
建物内商品・製品等

休業損害
保険金

営業継続費用
保険金

保険の対象 支払限度額 保険金の支払方法

営業継続費用の額

損害の額－免責金額（10万円）

保険の対象ごとに以下の算式に沿って
算出します。

支払限度額（補償日額に30日間を乗じた額）または復旧期間内の売上
減少高に支払限度率を乗じて得た額から復旧期間内に支払を免れた
経常費等の費用を差し引いた残額のいずれか低い額

1回の事故につき「500万円」または「営業継続費用の支出によって減少さ
せることができた休業日数に補償日額を乗じて得た額」のいずれか高い額

■支払限度額

主契約で設定した補償日額×休業日数
※控除する日数は3日間とします。

オプション特約


